
この制度は、 

☑ 売上金額 1,000万円超に関係なく、 

全ての方に関係がある可能性あり！ 

☑ 取引先から求められる場合や、 

知らないと取引先に迷惑をかけて 

しまう場合も… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 9 月 

令和 5年 10月 1日から 

「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。 

(一社)西新井青色申告会     

会 長  野口 冨次郎 

 

◎説明会は、学校方式で行います。 
詳しくご説明いたしますので、是非ご参加ください。 

どんな制度なのか??? 必要な手続きは？？？ 

 

主 催 (一社)西新井青色申告会  共 催 西新井税務署 

＝消費税＝ 

❀におたん❀ 



🕘開催日時 

 

 

 

 

 

👥定    員   各回 20名(一会員 2名まで)  

📙テキスト代  550円（税込み） 

※「基礎からわかるインボイス」をお持ちの方は無料！ 

当日お持ちください。 

🏠会    場 西新井青色申告会館 
   ※駐車場が狭いため、車での来館はご遠慮ください。 

☎電話受付   03-3885-4105 

⌛受付時間   月～金（土日祝日、臨時休業を除く） 

午前 ９：３０～１１：３０  

午後 １：００～４：３０ 

※予約の際は、会員番号・氏名・参加人数をお伝えください。 

 

 

  

予約方法 
 

おおむね 2時間を予定しております 

 

～特別会費について～                
課税事業者になると、記帳や申告・各種申請などの事務量が大幅    

に増加するため、応益負担の立場から特別会費(年間 6,000 円)の

ご負担をお願いしております。 

何卒、ご理解くださいますよう、お願いいたします。  

※希望する日時をお選びいただき、ご予約ください。 

◎10/11(火) 

午前の部  10 時～ 

午後の部    2 時～ 

◎10/12(水) 
午前の部  10 時～ 

午後の部    2 時～ 


